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キレイな水で素敵な暮らしを

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

〔Ｑ１〕住宅用火災警報器ってなに？　煙や熱を感知して、居住者に警報音や音声で火災発生を知らせる機器です。
〔Ｑ２〕なぜ必要なの？　住宅火災による死者のうち、約７割が逃げ遅れが原因です。この「逃げ遅
　　　　　　　　　　れ」による犠牲者をなくそうとするものです。
〔Ｑ３〕いつまで取り付けるの　新築の住宅はすでに義務付けられています。そのほかの住宅も、
　　　　　　　　　　　　　平成２３年５月３１日までに取り付けることになっています。
〔Ｑ４〕どこで売ってるの？　お近くの電気店やホームセンターなどで購入できます。
　　【販売店リスト】住宅防火対策推進協議会　http://www.jubo.go.jp/index2.html
  　　　　　　　 日本火災報知機工業会　　http://www.kaho.or.jp/text/user/awm04_p01.html
〔Ｑ５〕どこに取り付けるの？　原則として寝室と階段に煙の感知器を取り付けなければなりません。
　　　　　　　　　　　台所に熱の感知器の設置もおすすめします。※その他設置が必要となる場合もあります。
〔Ｑ６〕値段はどれくらい？安くても大丈夫？　電池式のものが４，０００円ぐらいで販売されています。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　購入の目安として「ＮＳ」とマークされているものを選びましょう。
悪質な訪問販売に注意！消防署で警報器を販売することは絶対にありません。
■問合せ：住宅用火災警報器相談室 TEL０１２０（５６５）９１１〔フリーダイヤル〕
　　　　　消防本部予防課 TEL０１８７（６３）０３１６　　角館消防署予防班　TEL（５４）２３０２

水道加入のお願い
①安全で安心な水道水のご利用を
　法に定められた水質検査を行っておりますので、安全でおいしい水道水が24時間安心してご利用できます。
　水道が利用できる地域にお住まいで、まだ加入していない方は水道水への切り替えをお願いします。

　　　　　　　インフルエンザウイルスに対しても水道水は安全です！！
　　　　　　　塩素消毒は、一般的にインフルエンザウイルスに有効に作用します。
　　　　　　　水道水は塩素消毒していますので、水道水からインフルエンザウイルスに感染することはなく安全です。
　　　　　　　また、インフルエンザの予防対策として、水道水でのうがいや手洗いは有効な方法です。

②水道水を利用するには
　新たに水道を利用するためには、給水装置工事が必要です。工事は市の指定工事店が行います。指定工事店以外の業
者が工事を行うことはできませんのでご注意願います。
　工事を行うときは、企業局への「給水装置工事申込」が必要ですが、お客様が指定工事店にお申し込みいただくことによ
り、この手続きを指定工事店が代行します。工事費用は、お客様の負担となります。詳しくは仙北市企業局へお問い合わせく
ださい。
水道を利用されている皆様へのお願い　～水道メーターの検針について～
　水道料金は毎月、市で委託した検針員がお客様のお宅のメーターを検針し、それをもとに料金を決
定しております。水道のメーターボックスは、お客様に管理をしていただく事になっておりますので、検針
員が安全・正確に検針出来るようご協力をお願いします。
　①メーターボックスの上には、物を置かないようにお願いします。
　②愛犬が、出入り口やメーターに近づかないよう配慮をお願いします。
　③正確に検針出来るように、メーターボックスの中を清潔に保ってください。
　④上記の他に正確な検針のために、検針員からお客様へご協力をお願いする場合がありますので、よろしくお願いいたします。
■水道に関するお問い合わせは：仙北市企業局　TEL（５４）２３８８


